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地域インフラ群再生戦略マネジメント（群マネ）の推進
「群マネの手引き」公表の
記者発表資料（R7.10.14）を
一部加工
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⚫ 「群マネ」ってなんだ？
⚫ 先行事例のひみつを大解剖
⚫ 明日からつかえるQ＆A付き

入門超百科群マネ

「インフラ老朽化の脅威から、われらのまちを守れるか？」

人手不足時代に束でたちむかう、

新たなヒーロー大集合

目 次

インフラメンテナンスの 見える化 
◼ 全国の 見える化 
◼ 自治体毎の 見える化 

群マネのコンセプト
◼ インフラメンテナンスの現場の苦悩
◼ 群マネの概念と目指す姿
◼ 先行事例における効果の声
◼  群マネ と 束 

群マネのメニュー
◼ 群マネの類型
◼ 先行事例（広域連携 多分野連携 プロセスの束）

◼ キーワード解説

群マネの実施プロセス
◼ 標準的なステップ
◼ 各ステップのＱ＆Ａ
◼ 群マネを進める上での心得
◼ 先行事例におけるエピソード（苦労話など）

群マネの計画策定
◼ 群マネの計画策定で検討すべき項目
◼ 自治体計画への位置づけ方法

人の群マネ（技術者の束）
◼  人の群マネ について
◼ 全国や各地域の取組例
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全国や自分のまちは
どういう状態？

「群マネ」って
なに？

「群マネ」の
具体例はある？

具体の一歩を
どう踏み出せばよい？

「群マネ」を進めるため
に何を決める？

「群マネ」の素地は
どのように作る？

QRコードAIによって生成されたコンテンツは間違っている可能性があります。手引きの詳細や最新情報は【群マネ特設ＨＰ】へ

手引きの詳細や最新情報は

【群マネ特設ＨＰ】へ

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/gunmane.html
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/gunmane.html


・ 隣接し、又は近接する二以上の市町村の区域に存する道路について、関係する複数の道路管理者が協議して別にその管理の

方法を定めることにより、当該道路の道路管理者以外の道路管理者が維持、修繕その他の管理を行うことができることとする

・ 当該協議により分担すべき費用の額及び分担方法を定めることができることとする

○ 建設後50年以上を経過する道路橋やトンネルの割合は加速度的に増加

○ 市区町村の技術系職員の減少が顕在化

○ 道路が災害発生時も含めて機能を発揮するための持続的なインフラ管理が課題

○ 広域・複数・多分野のインフラを「群」として捉え、戦略的にマネジメントする

 「地域インフラ群再生戦略マネジメント（群マネ）」の取組が進められている

・ 令和５年12月には11地域40自治体が群マネモデル地域として選定

・ 338自治体が包括的民間委託の導入の意向等がある

○ 複数市区町村で効率的な維持管理や修繕等を進めるにあたっては、

足場の占用、巡回での落下物の処理、放置車両の移動等において、

別途、本来道路管理者の意思決定が必要

※１：地方公共団体定員管理調査結果（R5.4.1時点）より国土交通省作成。なお、一般行政部門の職員を集計の対象としている。
※２：技術系職員は土木技師、建築技師として定義。

《市区町村における技術系職員数》 ※１、※２
《市区町村における職員数の推移》 ※１

○ 市町村における技術系職員の減少等に対応し、効率的な道路管理を実現するため、道路管理者間の協議により道路の点検や修繕
等を他自治体が代行できる制度（連携協力道路制度）を創設

巡回における落下物処理足場の占用

改正概要

背景・必要性

【群マネのイメージ】

連携協力道路制度の創設

連携協力道路制度の創設
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連携協力道路制度のメリット

○ 連携協力道路制度の活用により、道路の維持管理等で必要な手続きの一部を他自治体が代行管理者として直接実施できるため、
本来管理者への都度の承認が不要となり、事務手続きのプロセスを効率化

巡回時、道路上に落下物を発見

委託契約先の管理者に連絡

本来管理者に連絡・協議

代行管理者と協議・代行承認

請負業者に落下物の除去を委任

落下物の除去

請負業者

代行管理者

本来管理者

代行管理者

請負業者

請負業者

＜民法上の委託による広域連携＞
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巡回時、道路上に落下物を発見

委託契約先の管理者に連絡

請負業者に落下物の除去を委任

落下物の除去

請負業者

代行管理者

請負業者

請負業者

＜連携協力道路制度＞

本来管理者への
承認不要

• 「違法放置物件等の除去」（道路法第四十四条の三）代行時における、連携協力道路制度未活用時と活用時の比較

[民法上の委託（制度未活用時）と本制度における代行フローの比較]

代行管理者本来管理者
協定の締結

道路法第二十条の二
（連携協力道路の管理）に基づく自治体間の協定

代行管理者本来管理者
民法上の委託

代行管理者による一括発注など
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連携協力道路制度ガイドラインの策定

目 次

連携協力道路制度とは  3

連携協力道路制度の活用メリット  4

連携協力道路制度の主な活用場面  5

活用場面の具体例  6

連携協力道路制度の実施プロセス  10

権限代行範囲の決定  11

協定書の作成  14

連携協力道路制度の運用  15

連携協力道路制度 Q&A  17

付録  19

○ 連携協力道路制度ガイドラインでは、主にメンテナンス業務を対象に手続きの方法や内容等、本制度の具体的な運用について解説
し、他自治体が本制度を活用して道路の点検や修繕等を円滑に代行できるようにサポート

どんな制度？

制度を使うメリットは？

制度を使う場面は？

自治体間の協定は
どう結ぶ？

制度を使うには
何をしたらいい？

他の自治体にどこまで
任せる？

制度を実務で
どう運用する？

道路法の関係条項や
協定書のひな型は？



連携協力道路制度の主な活用場面や具体例

○ 主な活用場面をまとめ、さらに具体例をイラストを用いて視覚的に分かりやすく紹介
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連携協力道路制度のプロセス、制度の運用

○ 実施プロセスを示し、プロセスに沿って、権限代行範囲の決定から運用までをサポート
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ガイドラインの公表方法について

○ ガイドラインと合わせて、協定書のひな形を道路局HPに公開し、制度活用の推進を図る。

➢ 連携協力道路制度ガイドライン

➢ 連携協力道路制度協定書のひな形

道路局HP掲載イメージ 協定書ひな形
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